
消費者支援ネット北海道ニュースレター８１号 

 

 

消費者支援ネット北海道ニュースレター８１号 

号 

号 

号 

 

 
発 行 者 ： 松 久 三 四 彦 

編 集 者 : 原   琢  磨  

第 81 号 
 
0 号 

2 0 2 3 年 3 月 1 日 

日 

日 

 

ホクネットの「若年者向け消費者教育セミ

ナー（講師派遣事業）」が、実績を挙げていま

す。2019年度の開始以降、コロナ禍で年間の

講座数が低迷していましたが、4年目の 22年

度は実施予定も含めて 17講座、受講者数は開

催予定も含めて 1492 人と、いずれも最多と

なりました＝表参照＝。 

若年者向け消費者教育セミナーは、北海道

の委託を受け、私立中高、私立大学、専門学

校を対象にホクネット会員の弁護士、司法書

士、大学教授らを講師として無料で派遣する

ものです。 

22年度の開催講座は専門学校 11、高校、大

学各 3 です。3 講座がオンライン開催と柔軟

に対応しています。「契約の基礎知識」「若者

が陥りやすい消費者トラブル」が人気のテー

マで、他の「インターネットトラブル」「クレ

ジット」も含めてどれも若い世代が特に気を

付けたい分野です。 

コロナ禍と重なったためか、セミナーの年

間開催数はこれまで 10 講座に届かない状況

が続き、21年度は 5講座、受講者 567人でし

た。それが 22年度に急増したのは、若年者の

消費者被害の深刻化、成年年齢の引き下げな

どが背景にあると思われます。 

新年度の開催見込みなどについては、ホク

ネット事務局にお問い合わせください。 

 

「特商法川柳」はいかが？ 
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「特商法川柳」いかがですか 

2 ページ… 
3 ページ… 
4 ページ… 

日本弁護士連合会は、シンポジウム「消

費者契約法と消費者裁判手続特例法のこれ

から」を 4月 13日（木）午後 6時からウェ

ブ会議システム Zoomを利用して開催しま

す。ホクネットの町村泰貴理事（成城大学

教授）らが、これまでの法改正と今後の課

題について解説するほか、パネルディスカ

ッションで議論を深めます。参加は無料、

事前申し込みは不要です。視聴希望者は、

日弁連ウェブサイトに掲載される URLま

たはウェビナーIDから参加できます。詳し

くは日弁連のホームページをご覧くださ

い。 
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消費者トラブル関連でよく聞く「特商法」

（正式には「特定商取引法」）。違法・悪質

な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を

守る法律です。ホクネットにとっても重要

な法律ですが、知名度はまだまだ。そこで、

「特商法の抜本的改正を求める全国連絡

会」のメンバーから、運動を盛り上げるた

め「特商法川柳」が提唱されました。作品

の一部を紹介します＝別表＝。みなさんも

一句いかがですか。 
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１ 

シロアリが 家を倒すと ５００万 

→床下にシロアリがいないのに…  

モシモシに 応じたばかりに 貯金ゼロ 

→不当な電話勧誘販売に注意を  

若者に マルチ儲かると ウソをつき 

→マルチ商法は違法です  

またピンポン 守ってくれるの 特商法 

→訪問販売には注意が必要  

ショプチャンに また煽られて 受話器持つ 

→通信販売は手軽だからねえ  
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22 年度若年者セミナー 17 講座、約 1500 人参加 

 

 

 
寄付金合計額 

ご協力ありがとう 

ございます 
 

R4.4.1～R5.2.28 

前年同期比 

4,030,239円減 
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ホクネットは、2022 年度の北海道補助事

業として、消費者裁判手続特例法について解

説する啓発用の動画＝写真＝を作成し、2月

に YouTube で公開しました。ホクネットの

ホームページからも視聴できます。 

また、札幌市委託事業「消費者行政専門的

支援事業」の一環として、高校の先生を対象

にした研修用動画 8 本（各 15 分）も、この

ほど完成しました。成年年齢が 18 歳に引き

下げられたことなどを背景に消費者教育の

充実を図るために学校などで活用される予

定です。 

動画は、若者に多いトラブルの防止と救済

を目的としています。各巻のテーマは①契約

とは何か②若者特有の広告への脆弱性③ク

レジットカード、電子決済④SNSに関係する

トラブル⑤美容・健康食品などの定期購入⑥

マルチ商法⑦消費者センターなどの救済窓

口⑧クーリンング・オフと未成年者取消権―

です。 

講師は、ホクネットの道尻豊副理事長、原

琢磨事務局長、番井菊世理事、細谷佳世美検

討委員、稲川貴之検討委員、鈴木賢治監事が

担当しました。 

 

町村泰貴理事が講師を担当しました。集団

的消費者被害回復のための裁判の仕組みを

PRする内容で、①特例法の概要②特定適格

消費者団体③裁判手続④被害回復シミュレ

ーション―の 4本（各 15分）で構成。英会

話スクールを解約したが、支払い済みの授業

料を返還してくれないケースを例に、特定適

 

消費者裁判の仕組み解説 

 

格消費者団体が被害者である消費者に代わ

って提起する裁判の流れや、消費者にとって

のメリットなどを分かりやすく紹介してい

ます。  

 

ホクネットは、有限会社興創（新潟市）

に対し、2020 年 11 月から、同社の家庭教

師派遣契約書に消費者契約法及び特定商取

引法に照らして疑義のある条項があるとし

て、その根拠等を照会し、検討してきまし

たが、同社が昨年 9 月、新潟地裁より破産

手続開始決定を受けたため、照会を終了し

ました。 

申入書、回答書などはホクネットの

ホームページに掲載しています 

日付で送付しました。 

同時に、GAF に対しても、ヴィエリスと

の契約・権利義務関係などを確認する照会書

を送付しました。 

ヴィエリスに照会・再申入れ 

ホクネットは、脱毛エステ事業者である

㈱ヴィエリス（東京都）に対し、クーリン

グ・オフまたは中途解約によって生じる精

算金額を消費者に速やかに返還するよう申

入れを行っていましたが、同社が昨年９月

に事業の一部を GFA㈱（東京都）に譲渡し

たことが判明したため、ヴィエリスに対し、

消費者との関係において、いずれの会社が

不当利得の受益者になるかを照会するとと

もに、受益者が同社の場合は、速やかに返

還するよう重ねて求める再申入書を 2 月 17

若者のトラブル防ごう 

 

 

ホクネットは、消費者庁がステルスマーケ

ティングを、景品表示法に基づき不当表示と

して指定するために策定した「一般消費者が

事業者の表示であることを判別することが困

難である表示」告示案と運用基準案に対する

意見書を、2月 17日付で消費者庁に提出しま

した。 

ステルスマーケティングは、広告であるの

に広告であることを隠す行為を指し、インタ

ーネットや SNS（交流サイト）上などで広く

行われ、問題化しています。 

２ ３ 

意見書は、「ステルスマーケティングは、

客観的な第三者としての情報であるかのよ

うに装って消費者の商品・サービス購入に至

る判断過程をゆがめるものであり、規制の必

要性・緊急性がある」として告示案に賛成す

る一方、「実効的・効率的な法執行が課題」

と指摘。そのうえで、優良誤認表示や有利誤

認表示には該当しないものでも、消費者が広

告であることを判別することが困難な表示

に対して、適格消費者団体に差止請求権を付

与することを検討すべきであると主張して

います。 

意見書はホクネットのホー

ムページに掲載しています 

 

規制案への意見書提出 

 

ステルスマーケティング 

 

ホクネットは、消費者庁が景品表示法に基

づく措置命令を出した㈱北海道産地直送セ

ンター（札幌市）に対し、商品購入者に全額

を返金することなどを求める申入書を送付

していましたが、同社から 1月 15日付で回

答書が届きました。回答は、同社の利益相当

額を返金するという内容で、当団体の主張と

は大きく隔たっています。 

消費者庁の措置命令（昨年 7月 29日付）

は、同社がウェブサイト上に表示したカニや

サケなど 34 商品と、放送番組内で表示した

加工食品のセット 3商品が対象です。同社が

「通常価格」と称して表示した価額は販売実

績のないものだったほか、有償の商品を「プ

レゼント」と称し、無償で提供するかのよう

に表示していました。これらは、実際の販売

価格が通常の価格に比べて安いかのように

思わせるもので、景表法が禁じる「有利誤認」

に当たります。 

ホクネットは申入書（昨年 11月 16日付）

で、①返金希望者には全額を返金する②代金

未支払いの購入者で支払いを拒絶する場合

は支払いの必要がない旨を告知し、代金を請

求しないこと―を求めていました。 

ホクネットは、㈱サンコーポレーション

（札幌市）に対し、同社が使用する賃貸借契

約書等に消費者契約法に照らして改善を要

するものや不当な条項があるため、当該条項

の改善、使用中止または修正を求める申入書

を 1月 19日付で送付しました。 

申入れは、①賃貸借契約と重要事項説明書

の内容に齟齬があり、適切でない②賃料等の

滞納に対し「請求手数料」を定めた部分は、

年 14.6％の割合による遅延損害金に加えて

賃借人に損害賠償または違約金の支払義務

を負わせるものであり無効③来訪者等によ

る行為について賃借人に損害賠償責任を負

わせる条項は、消費者の利益を一方的に害す

るものであり無効④他の入居者が発する生

活音に対する苦情について賃貸人の対応が

免除される条項は無効－などを主張してい

ます。 

同社に対しては、2017 年にも申入れを行

い、協議を終了していますが、新たな問題点

が散見されたため、今回の申入れに至りまし

た。 

 

北海道産地直送センターが回答 

エステ事業の一部譲渡 

興創への照会終了 

サンコーポレーションに申入れ 

賃貸借契約書に不当条項 


